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Ⅰ 公益目的事業 

第１章 相談・助言 

１ 海外の送出機関、本邦の監理団体、実習実施者、外国人材の受入れ機関・支援機関ほか関係機関

への相談・助言 

（１）海外の関係機関等との相談等の実施   

2022年度は、以下の送出し国政府等と協議を行った。世界的な新型コロナウイルスの感染が

一段落したことを受け、ウェブでの協議に加えて対面での協議を再開した。協議内容は、以下の

とおりである。 

① ベトナム 

2022年 9 月、労働・傷病兵・社会省副大臣、海外雇用庁副局長が来日し協議を行った。ベト

ナム側からは、新しい労働者海外派遣法を整備しブローカーを排除しベトナム人材の金銭的な負

担が軽減されるような仕組みを構築したとの説明があり、また国内での人材募集の面では現在

JICAと協議中であると説明がなされた。当方より、特定技能制度へのベトナム側取組み方針に

ついて問うたところ、ベトナム側より、日本で技能修得した後帰国したベトナム人の活用を重視

しており特定技能制度をどのような位置づけにするか検討中であるとの説明があった。 

② スリランカ 

2022年 10 月、労働・海外雇用大臣一行が来日しスリランカ人材の送出し拡大に向けた協議を

行った。労働・海外雇用大臣からは、若年労働人口層の海外就労送出しへの意欲が表明され、日

本語教育、特定技能制度における技能試験実施予定等に関して説明がなされた。当機構からは、

スリランカ人材を広めていくためには日本入国前の事前教育及び日本でセミナーを開催し知名度

を上げることが重要であると伝えた。 

③ ウズベキスタン 

2022年 10 月、雇用・労働関係省（現 雇用・貧困削減省）一行が来日し、送出し拡大に向け

た協議を行った。同省大臣からは、必要な施設を整え入国前教育を強化すること、同国対外労働

移民庁の出先機関を日本に新規開設する予定等に関して説明がなされた。当機構からは、日本で

の人材派遣の好事例を作って紹介することが重要であり、日本でのセミナー開催等に向けて協力

していきたい旨を伝えた。当機構との協力関係をうたった協議議事録（R/D）を雇用・労働関

係省と締結した。 

 

 ④ バングラデシュ 

2022年 11 月、内閣官房副長官一行が来日し送出し拡大に向けた協議を行った。同副長官か  

らは、入国前事前研修と特定技能制度におけるバングラデシュでの技能試験実施予定等に関して

説明がなされた。当機構からは、日本において送出し国多角化が進んでいること、バングラデシ

ュ人材受入れに向けて積極的に協力していきたい旨を伝えた。 
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⑤ インドネシア 

2023年 2 月、海外労働者派遣・保護庁（BP2MI）、在京インドネシア大使館、日本インドネ

シア協会とウェブ会議を実施し、特定技能制度について協議を行った。インドネシア側からは、

海外労働者派遣ライセンスを持つ職業紹介事業者からの送出しは合法だが、ライセンスを持たな

い技能実習制度の認定送出機関からの送出しは違法であること、技能実習制度の認定送出機関は

来日前事前教育等で役割を持ちうる旨の説明があった。その後、日本側とインドネシア側で、技

能実習制度の認定送出機関の扱いについて議論がなされた。 

 

⑥ フィリピン 

2023 年 2 月、フィリピン移民労働者省大臣と同省次官が来日し、協議を行った。フィリピン

側からは、就労者の保護・福利厚生を主眼とした保護重視に加え今後は送出し円滑化にも力を入

れたい旨、日本における外国人労働者数で第 1 位を目指し Japan Desk を創設する旨等の説明が

あった。当機構からは、セミナー等の開催への協力を今後も行うことを表明し、技能実習制度・

特定技能制度の見直しの現状等について説明した。 

 

⑦ カンボジア 

2023年 2 月、カンボジアへ出張し、労働職業訓練省との協議を行った。当機構より、失踪対

策の強化、日本語教育の充実、手数料にかかる対策について問うたところ、失踪対策につき政府

主催の出国前研修における失踪防止教育の徹底、日本語教育につき複数の送出機関による共有の

日本語教育機関の設立、手数料につき規則制定に向けた取組みについて説明があった。さらに、

カンボジア側から、日本での問題解決推進に向けて政府として連絡相談窓口のプラットフォーム

を立ち上げることを検討しているとの説明もあった。 

 

⑧ スリランカ 

2023年 2 月、スリランカへ出張し労働・海外雇用省、労働・海外雇用庁との協議を行い、同

省と当機構との協力関係をうたった討議議事録（R/D）を締結した。同省からは、技能実習制

度・特定技能制度で送出しを強化していきたいこと、スリランカの知名度を高めるために日本で

セミナーを開催したいことの説明があり、セミナー開催へ当機構の協力を得たいと表明があっ

た。当機構からは、セミナー開催への支援等協力していきたい旨を伝えた。 

 

⑨ タイ 

2023年 3 月、タイへ出張し労働省雇用局と協議を行った。同省からは、日本への渡航を望む

希望者は多く国別の渡航先でも日本は上位であり今後も当機構との協力関係を重視したいとの発

言があった。当機構からは、タイ政府の送出し政策についての詳細について確認するとともに、

タイ人材の評判は高く今後とも密接に連携していきたい旨を伝えた。 

 

（２）監理団体・実習実施者、特定技能所属機関・登録支援機関等に対する相談等の支援 

① 入国から帰国までの各段階における総合的な相談の実施  
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技能実習や特定技能等の制度の活用を検討している関係者や技能実習生を受け入れている監理

団体・実習実施者、特定技能外国人を受け入れている特定技能所属機関・登録支援機関等に対

し、円滑な受入れのために必要な、法令や各種手続き等に関する相談に対応した。 

② 訪問事業の実施  

技能実習生・特定技能外国人等の受入れに関する相談に応じるとともに、受入れ体制・設備等

についてアドバイスを行うため、監理団体及び登録支援機関 1,793機関、実習実施者及び特定技

能所属機関 142機関を訪問した。また、技能実習、特定技能等の制度に関する情報・意見等を

収集・提供した。 

③ 安全・衛生の確保のための支援の実施  

  技能実習生・特定技能外国人等の作業の安全及び衛生の確保やメンタルヘルスのケアを促進す

るため、監理団体・実習実施者や特定技能所属機関・登録支援機関等に対し、リーフレットや無

料教材の配布も含め、助言・支援を行った。 

 

２ 技能実習生等への相談・助言 

（１）技能実習生及び特定技能外国人等に対する母国語相談等の実施  

技能実習生及び特定技能外国人等に対し、母国語等で電話等による相談・支援を実施した。

2022年度の相談受付件数は 19 件であり、その内訳は、技能実習生 9 件、特定技能外国人 4 件、

その他・不明 6 件であった。また、国籍別ではフィリピン・ベトナム・中国が各 3 件、インドネ

シア・スリランカ・キルギス・ウズベキスタンが各 1 件、不明 6 件であった。相談に対しては、

問題の改善が図られるよう、また、技能実習生及び特定技能外国人等の権利を確保し、保護でき

るよう助言を行った。 

 

（２）技能実習及び特定技能の継続が困難となった外国人等に対する支援  

実習実施者及び特定技能所属機関等の倒産等により活動の継続が困難になった外国人に対し

て、転籍や帰国に係る必要な助言を行った。 

 

第２章 講習・人材育成 

本年度のセミナー・講習会等の実施に当たっても、昨年度に引き続き、オンライン方式を大幅に

拡充した。具体的には①受講者が任意の場所からアクセスできるウェビナー方式と、②複数の会場

に集まった受講者をオンラインでつなぐサテライト方式を可能とし、従来の対面方式とそれらを組

み合わせるなど講義の性質や受講者のニーズに合わせて多様な形式で実施した。 

 

１ 円滑な送出し・受入れ支援事業 

（１）送出し支援セミナーの開催 

  2023年 2 月、スリランカに出張して送出機関向けセミナーを行った。セミナーでは当機構よ

り、日本の労働市場の特徴、技能実習制度と特定技能制度の概要、技能実習制度における送出し
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プロセスや送出しの際の注意点等を説明した。約 100名の送出機関参加者が集い、スリランカ

から日本への人材送出しについて活発な議論が行われた。 

 

（２）受入れ支援セミナーの開催  

① 制度説明会の開催 

技能実習生を受け入れている監理団体・実習実施者や受入れを検討している者等を対象に技能

実習制度説明会をウェビナーで 6 回開催し、計 233 名の参加があった。 

また、特定技能外国人を受け入れている企業・登録支援機関や受入れを検討している者等を対

象に、特定技能制度に関する説明会をウェビナーで 6 回開催し、323 名の参加があった。 

さらに、監理団体等のニーズを踏まえて企画する特別セミナーは、「コロナ特例措置の終了に

関する特別講座」（8 月、126名）、「技能実習生・特定技能外国人の妊娠・出産への対応につ

いて」（3 月、103 名）をウェビナーで開催した。 

② 受入れ実務セミナーの開催 

監理団体・実習実施者の技能実習事業責任者・担当者等を対象に技能実習生受入れ実務セミナ

ーの団体監理型コースを 3 回開催し（ウェビナー併催）、89 名の参加があった。 

また、特定技能所属機関、登録支援機関を対象に特定技能外国人受入れ実務セミナーを全国 3

ヵ所で 5 回開催し（うち 3 回はウェビナー併催）、180名の参加があった。 

③ 申請書類の書き方セミナーの開催 

在留資格「技能実習」に係る申請書類の書き方セミナーを本部で 2 回開催し（ウェビナー併

催）、116 名の参加があった。また、在留資格「特定技能」に係る申請書類の書き方セミナーを

本部で 3 回開催し（ウェビナー併催）、244 名の参加があった。 

④ 外国人材受入れセミナーの開催 

外国人材を受け入れる企業、監理団体、登録支援機関等の担当者を対象に、申請等取次者に必

要な出入国在留管理の現状、関係法令、出入国在留管理手続の実務に関する知識を学ぶための外

国人材受入れセミナーを本部で 3 回開催し（地方 10 ヵ所とつなぐサテライト方式）、207 名の

参加があった。 

⑤ 地方駐在事務所企画セミナーの開催 

地方駐在事務所の企画により、「技能実習制度・特定技能制度における外国人材を巡る国際情

勢について」セミナー（広島、65 名参加）を実施した。 

 

２ 法令等の周知徹底のための講習会の開催  

（１）養成講習の開催 

技能実習制度における主務大臣の告示を受けた養成講習機関として養成講習を 286回実施し

た。 

内訳は、監理団体向けの監理責任者等講習を関東エリア（8 都県）、中部・北陸エリア（9
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県）、近畿エリア（6 県）、中国エリア（5 県）で計 38 回、実習実施者向けの技能実習責任者

講習、技能実習指導員講習、生活指導員講習を全エリア（47 都道府県）で計 230回開催した。 

加えて、2022年度より初回講習についても、オンラインでの非対面方式で実施も可能となっ

たことから、監理責任者等講習をオンライン方式で 12 回、技能実習責任者講習を 6 回開催し

た。 

申込者数は、監理責任者等講習が 836名、実習実施者向けの 3 つの講習が 5,395名、合計で

6,231名となった。 

 

（２）講師派遣の実施  

適正な技能実習生・特定技能外国人の受入れを支援するため、監理団体や関係機関等に対し、

44 件の講師派遣を行った。 

 

３ 成果向上支援事業 

（１）技能向上を支援する講習会の開催  

技能検定及び技能実習評価試験の上位級受検の支援として、技能実習指導員等受験担当者に対

する技能検定等受検対策セミナーを本部で 3 回開催し（ウェビナー併催）、39 名の参加があっ

た。 

 

（２）日本語指導に関するセミナー等の開催  

① 日本語指導担当者実践セミナー等の開催 

ア 日本語指導担当者実践セミナー 

監理団体等の日本語指導担当者の指導技術向上を支援するため、入国後講習や継続学習等にお

ける実践的な日本語指導方法等を学ぶ日本語指導担当者実践セミナーを全国 4 ヵ所で 7 回開催

（うちウェビナー2 回、ウェビナー併催 1 回）し、124名の参加があった。 

イ 「わかりやすい日本語」話し方セミナー 

外国人材との円滑なコミュニケーションを支援するため、わかりやすい日本語の話し方のコツ

を紹介するセミナーを日本語指導担当者を対象に全国 2 ヵ所で 4 回開催（うちウェビナー2 回）

し、68 名の参加があった。 

ウ 日本語指導オンデマンド 

監理団体･実習実施者のニーズに応じて日本語指導に関する講義を個別に提供する日本語指導

オンデマンド講座をオンラインまたは出張形式で実施し、7 件 53 名の参加があった。 

② 「JITCO日本語教材ひろば」の活用 

国内外の日本語指導担当者に広く日本語指導用の教材や日本語指導に関する情報等を提供して

いるウェブサイト「JITCO 日本語教材ひろば」の充実を図るとともに、その具体的な活用方法

について各種セミナーで周知した。同サイトへのアクセス件数は 64,925 件であった。 
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③ 日本語指導に関する支援・相談 

監理団体等から日本語指導に関する各種相談が 433 件寄せられ、効果的な日本語指導等につい

て助言するとともに、日本語教育の重要性を広く周知した。 

 

４ 技能実習生保護事業  

（１）技能実習生等に対する法令等の周知  

監理団体等が実施する技能実習生の法的保護に必要な情報に関する講習への支援を行うため、

監理団体等からの依頼に基づき、入管法令や労働関係法令等に精通した専門講師を派遣した。本

年度は、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策による入国制限が緩和されたことにより、母国

で待機していた技能実習生が一斉に入国したため、専門講師派遣数は 1,182 件（入管法令等 613

件、労働関係法令等 569 件）となった。 

 

（２）安全衛生教育の推進  

技能実習生や特定技能外国人等の危険、有害な作業に伴う労働災害等を防止し、また技能等を

修得するために必要となる各種技能講習や特別教育の受講機会拡大に向け、講習実施可能な教習

機関の把握及びその周知等を行うとともに、技能実習生や特定技能外国人等が業務に従事するに

あたって必要となる特別教育の受講に際し、講師を派遣した（富山 13 回、仙台 2 回、東京 1 回

開催）。 

 

（３）技能実習生に対する母国語情報提供 

①「技能実習生の友」の配布  

技能実習生等に対する母国語による情報提供の一環として、技能実習生向け冊子「技能実習生

の友」を年 4 回発行し、日本語版を監理団体・実習実施者等を通じて技能実習生等へ配布した

（平均約 53,000 部/回）。また、中国語、インドネシア語、ベトナム語、タイ語、フィリピン

語、カンボジア語、ミャンマー語、モンゴル語、英語の 9 言語版については、ホームページから

PDF にてダウンロードできるようにするとともに、日本語版の冊子に各国語版のPDF にアクセ

スできるQRコードを掲載した。 

② 母国語表記の教材の作成・提供  

技能実習生や特定技能外国人が日本で生活するうえで役立つ母国語表記の教材を提供した。 

 

第３章 調査・資料収集 

１ 技能実習制度等の運営実態や関連する法令等に関する協議・情報収集 

（１）海外関係機関との連携及び協議、情報の収集・提供  

① 送出し国政府機関・在京大使館等との連携及び意見交換 

2022年 5 月、キルギス政府主催のウェビナーが開催され、キルギス側からは労働副大臣・在

京キルギス大使の参加の下、送出機関や監理団体等約 30 名が参加した。当機構からは技能実習

制度・特定技能制度について説明を行った。 
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2022年 6 月、来日したインドNSDC（全国技能開発公社）の日本市場担当者と日本市場の調

査に向けた協議を行った。NSDCからは、2022 年度中に合計 400名程度の実習生を送り出した

い旨やインドの送出し体制等について説明があり、日本のインドに対する印象等を調査したいと

の説明があった。当機構からは、今後も必要な支援と定期的な情報交換を実施する旨表明した。 

2022年 6 月、さいたま市にて開催された在京バングラデシュ大使館主催の貿易・投資・人材

セミナーを後援し、日本の労働市場における特徴とバングラデシュ人材のポテンシャルについて

講演を行った。約 100 名の参加があった。 

2022年 7 月、在京タイ大使館と共にオンラインでの情報交換会を開催し、技能実習制度及び

特定技能制度に関する最新の送出し事情について講演を行った。約 50 名の参加があった。 

2022年 8 月、松山市にて開催された在大阪・神戸インド総領事館と愛媛県主催のインド・ビ

ジネス機会及び人材活用セミナーを後援し、日本の労働市場とインド人材のポテンシャルについ

て講演を行った。約 70 名の参加があった。 

2022年 9 月、東京・大阪にて、ベトナム労働・傷病兵・社会福祉省と、コロナ後のベトナム

人材派遣促進セミナーを共催した。日本の労働市場と最近のベトナム事情等について講演を実施

し、ベトナム側からは、新しく制定された労働者海外派遣法について説明が行われた。東京では

日本側約 100名、大阪では日本側約 60 名（ベトナム側は共に送出機関約 70 名）の参加があっ

た。 

2022年 10 月、大阪、名古屋、東京の 3 都市にて開催されたウズベキスタン雇用・労働関係省

（現 雇用・貧困削減省）・在京ウズベキスタン大使館主催の人材セミナーを後援し、日本の労

働市場とウズベキスタン人材のポテンシャル等について講演を行った。大阪では約 30 名、名古

屋では約 70 名、東京では約 50 名の参加があった。 

2022年 11 月、東京にて在京バングラデシュ大使館とバングラデシュ人材セミナーを共催し、

日本の労働市場とバングラデシュ人材のポテンシャル等について講演を行った。バングラデシュ

からは、内閣官房副長官一行が参加し、同国事情や人材の特徴について講演が行われた。約 100

名の参加があった。 

2022年 11 月、東京にてインドネシア労働省及びAP2LN（送出機関連合体）、株式会社ウニ

ードスの主催、在京インドネシア大使館・当機構等の協賛・協力、外務省・出入国在留管理庁等

の後援で、インドネシア人材マッチングフェアが開催された。当機構は、ブースを開設し来場者

からの質問や相談に対応した。インドネシア送出機関から約 300名が参加し、日本側からは約

500名の参加があった。 

2022年 12 月、東京にて開催された在京ベトナム大使館主催のセミナーを後援し、ベトナム事

情について講演を行った。受入機関からはベトナム人材受入れの好事例紹介が、在京ベトナム大

使館からは送出し受入れの質の向上について講演が行われた。日本側からは 114名の参加があっ

た。 

2022年 12 月から 2023 年 3 月まで、在京インド大使館にて毎月開催されたインド人材セミナ

ーを共催、後援した。送出国多角化への方向性やインド人材のポテンシャル等について説明を行

い、さらに実習実施者や技能実習生等からの生の声を発表する機会を創出した。ウェブも含めて

各回約 50～100名の参加があった。 
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2023年 1 月、浜松市にて開催された、在京インドネシア共和国大使館主催の日本・インドネ

シア人材マッチングセミナーに参加し、式辞にて日本の労働市場とインドネシアのポテンシャル

について説明を行った。日本側からは約 100 名の参加があった。 

2023年 1 月、駐日インド大使が当機構を訪問し理事長と協議を行った。インド大使からは、

日本とインドの関係が緊密になってきている中、技能実習生や特定技能外国人の送出しに注力す

るにあたっての協力依頼がなされ、当機構からは、セミナー開催その他の方法で協力する旨を伝

えた。 

2023年 2 月、在京パキスタン大使館にて開催されたパキスタン人材セミナーを後援し、日本

の労働市場とパキスタン人材のポテンシャル等について講演を行った。約 100名の参加があっ

た。 

2023年 3 月、タジキスタンにて開催された日本政府とタジキスタン政府との第二回日・タジ

キスタン経済・技術・科学協力政府間委員会にオンラインにて参加し、技能実習制度・特定技能

制度について説明を行い、タジキスタン労働移民雇用省からの質問に回答した。 

その他、2022年 6 月カンボジア大使、7 月ウクライナ大使、インドネシア大使、8 月ウズベキ

スタン大使、スリランカ臨時大使、9 月インド大使、12 月スリランカ大使、2023年 1 月パキス

タン大使、インドネシア大使館公使参事官、2 月タジキスタン大使、3 月ペルー大使館公使参事

官と面談し意見交換を実施した。 

② 送出し国情報等の収集・提供 

送出し国政府機関との連携や送出機関との交流等を通じて送出し各国・送出機関等にかかる詳

細な情報を収集し、監理団体、実習実施者、外国人材の受入れ機関・支援機関等に対して積極的

に提供した。 

送出し国事情を簡潔にまとめたビデオクリップを、2 カ国（バングラデシュ・スリランカ）追

加作成し、全部で 14 カ国（インド・インドネシア・ウズベキスタン・カンボジア・スリラン

カ・タイ・中国・ネパール・パキスタン・バングラデシュ・フィリピン・ベトナム・モンゴル・

ラオス）についてホームページに掲載して広く提供した。 

2022年 3 月の入国制限措置の緩和及びその後の変動について、そのルールや手続き等をホー

ムページに掲載して広く情報提供した。 

地方駐在事務所が開催する地域情報交換会において、送出し各国の最新情勢について、世界・

日本における経済・労働事情もふまえて講義した。地域情報交換会等を実施した地方駐在事務所

は、2022 年 6 月富山、7 月福井、8 月石川、8 月名古屋、11 月広島（有料セミナー）、11 月福

岡、11 月高松、2023 年 1 月札幌、2 月大阪、3 月松山である。 

当機構講師派遣の要請に応える形で、2022年 10 月岩手中小企業団体中央会、3 月高松の監理

団体、3 月川口商工会議所に対して、上記と同様のテーマで講義を行った。 

③ 送出機関からの情報収集の実施 

2022年 11 月、来日したフィリピン送出機関連合 JEPPCA及び ICHIGOICHIE Consulting Inc

と協議を行い、技能実習制度や特定技能制度の運用状況や新省庁である移民労働者省の動向につ

いて意見交換を行い、フィリピン事情について情報収集を行った。 
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2023年 2 月、カンボジア出張にて労働職業訓練省の施設の一室を借り、送出機関 13 機関と情

報交換や質疑応答を行い、また主要送出機関 5 機関を実地訪問し日本語研修施設を視察後に意

見交換を行うことを通じて、カンボジア事情について情報収集を行った。 

④ 送出機関と監理団体等との情報交換会等の開催 

2022年 9 月、ベトナム労働・傷病兵・社会福祉省と当機構が共催で東京・大阪にて実施し

た、コロナ後のベトナム人材の派遣促進セミナーの終了後、送出機関ごとにブースを設けて東京

では日本側参加者約 100 名・送出機関約 70 名、大阪では日本側参加者約 60 名・送出機関約 70

名との間で情報交換が行われた。 

2022年 12 月、在京ベトナム大使館主催・当機構後援で実施した、日越人材協力セミナーの終

了後、ベトナム送出機関 9 名と日本側参加者 105 名との間で情報交換が行われた。 

2022年 12 月、フィリピンの送出機関と日本の監理団体とのオンラインマッチングイベントを

開催した。マッチングには送出機関と監理団体がそれぞれ約 10 機関ずつ参加し、2 日間にわた

ってマッチングを行った。実施後のアンケート調査では、「一度に複数の機関と商談ができて参

加して良かった」等の評価を得ることができた。また、その後のフォローアップ調査で、協定書

締結に至ったマッチング成功率は実地でのマッチングイベントとほぼ同じ程度の効果であること

が検証できた。 

 

（２）国内関係機関等との連携及び協議、情報の収集・提供 

① 中央・地方連絡協議会との連携  

外国人技能実習生受入れ団体地方連絡協議会の総会等に出席し、情報・意見交換等を行った。 

② 監理団体等との地域情報交換会  

監理団体等との地域情報交換会を 24 回（うち 15 回はウェビナー）開催し、技能実習制度等

に関する情報を提供するとともに、監理団体・実習実施者同士の情報交換の場を提供した。 

 

２ 技能実習や特定技能等の外国人材の受入れ制度の運営実態等に関する調査  

（１）好事例等の収集・公表 

技能実習制度に関する好事例等を収集し、ホームページや総合情報誌「かけはし」等で公表

した。 

  

（２）技能実習・特定技能制度見直しに関するアンケート調査の実施 

制度見直しの議論に資するため、監理団体・実習実施者、登録支援機関・特定技能所属機関及

び主要送出し国（ベトナム、インドネシア、フィリピン、中国、タイ、カンボジア、ミャンマ

ー）の送出機関を対象とするアンケート調査を 2022年 11 月に実施し、結果を公表するととも

に関係省庁へ提出した。また、2023年 2 月、政府の「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣

僚会議」の下に設置された有識者会議によるヒアリングを受けた際、同調査結果に基づいた説明

を行った。 
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第４章 その他の事業 

１ 技能実習生及び監理団体・実習実施者への評価付与、認定支援事業 

（１）技能実習 1 号から技能実習 2 号への移行評価の実施  

① 修得技能等の評価 

行政機関からの委託がなかったため、本年度は実施しなかった。 

② 技能実習計画の作成支援 

監理団体・実習実施者に対し、技能実習計画の作成に関する助言を行った。 

③ 技能実習移行対象職種・作業の範囲の周知 

技能実習移行対象職種・作業の範囲等について、技能実習計画の策定を支援するため、ホーム

ページ等で周知を行った。 

 

（２）技能実習移行対象職種の拡大支援  

送出し国や関係者のニーズに的確に対応するため、技能実習移行対象職種への新規追加の申請

を目指す機関からの相談に応じ、助言等の支援を行うことで、技能実習移行対象職種の拡大支援

に取り組んだ。 

また、作業の追加を希望する試験実施機関等に対し、申請準備に係る助言等の支援を行った。  

 

（３）技能実習生受入れ事業の評価・認定  

監理団体等からの要望がなかったため、本年度は実施しなかった。 

 

（４）技能実習生の技能修得の促進  

① 修得技能等の評価促進 

技能実習の成果を確実なものにする観点から、実習実施者に対し、技能実習生のモチベーショ

ン向上に有効な指導評価システムの構築を支援するとともに、技能移転が職場レベルで着実に実

施されるよう、必要な助言等を行った。また、技能修得を支援するための講習を全国 5 ヶ所で 6

回（うち 2 回はウェビナー併催）開催し 101 名の参加があった。 

② 技能実習修了者に対する修了証書の交付 

行政機関からの委託がなかったため、本年度は実施しなかった。 

 

２ 技能実習生・研修生の日本語作文コンクールの表彰と支援 

（１）日本語作文コンクールの実施  

技能実習生等の日本語能力の向上に資することを目的として、日本語作文コンクールを実施

し、応募総数は 1,094 編に上った。2022年 10 月に表彰式を開催し、最優秀賞（4 編）、第 30

回記念特別賞(1 編)、優秀賞（4 編）、優良賞（20 編）の表彰を行うとともに、最優秀賞・記念

特別賞受賞者による作品の朗読発表を行った。また、これらの受賞作品及び佳作 21 編を掲載し

た「外国人技能実習生・研修生日本語作文コンクール優秀作品集」を作成し、関係者に配布し
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た。 

 

（２）JITCO交流大会の開催  

技能実習や特定技能等の制度等の更なる成果向上と監理団体・実習実施者、登録支援機関・特

定技能所属機関等との情報共有を目的として、2022年 10 月に JITCO交流大会を開催した。同

大会では、「地域社会と外国人材」と題したパネルディスカッションを行い、共生社会作りの意

義と取組方法について議論を行った。 

 

３ 広報啓発推進事業  

（１）各種パンフレット・ガイドブック等及びアニュアルレポート（年次報告書）の出版 

① 各種パンフレット・ガイドブック等  

技能実習制度や特定技能制度に関する正しい理解と受入れ事業の適正実施の啓発に努めるた

め、「JITCO総合パンフレット」、ガイドブック｢技能実習生の労務管理に係る各種法令の正し

い理解のために」等を広く配布・周知した。 

② JITCOアニュアルレポート（年次報告書）  

当機構の業務状況等を取りまとめた「JITCO アニュアルレポート（年次報告書）」を 27,500

部作成し、監理団体・実習実施者、登録支援機関・特定技能所属機関等へ配布した。 

 

（２）総合情報誌「かけはし」の発行  

技能実習生等の円滑な受入れ等に資することを目的として、総合情報誌「かけはし」を年 4 回

発行し（平均約 30,000 部/回）、監理団体、実習実施者、登録支援機関、特定技能所属機関等に

配布した。 

 

（３）ホームページの管理運営及び迅速かつ広範な情報提供  

ホームページを活用して監理団体、実習実施者、登録支援機関、特定技能所属機関、送出機

関、技能実習生等の制度関係者のみならず、広範な対象者に向けて、当機構の役割・事業や技能

実習、特定技能等の制度に関する重要な情報を日本語・英語・中国語により提供した。 

また、JITCOが主催・参加するイベント等の告知、海外機関との協議や覚書の締結、新商

品・新サービスを告知するためのプレスリリースを計 31 回作成し、報道機関等に配布・配信し

た。 

 

（４）教材等の刊行・提供  

ロシアのウクライナ侵攻から避難し来日したウクライナ人の利便に供するため、「日本の生活案

内」のウクライナ語版を作成し、在京ウクライナ大使館はじめ関係機関に寄贈するとともに販売し

た。また、新刊書として「技能実習レベルアップシリーズ６ 食鳥処理加工」を刊行したほか、のべ

19 種類の教材で改訂版を発行した。また、のべ 71 種類の教材で増刷を実施した。一方で絶版・販売

終了となる教材もあり、 2023 年 3 月末現在で販売中の教材は計 353 種類となった。 
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2023年 3 月には「JITCO 電子教材配信サイト」の運用を始め、動画や電子ブックの配信と販売

を開始した。 

 

Ⅱ 共益事業  

入国・在留関係申請書類等の点検・提出・取次ぎサービスの実施 

監理団体等からの依頼に基づき、外国人技能実習機構への技能実習計画認定申請を支援するため、

9,408件・27,075人の申請書類の点検・提出を行った。その内訳は、第 1 号企業単独型技能実習 141

件・1,028人、第 2 号企業単独型技能実習 55 件・414 人、第 3 号企業単独型技能実習 51 件・225

人、第 1号団体監理型技能実習 4,452件・13,728人、第 2 号団体監理型技能実習 2,822件・8,179

人、第 3号団体監理型技能実習 1,887件・3,501人であった。 

また、監理団体等が行う地方出入国在留管理局等への各種申請を支援するため、51,566件・

119,921人の申請書類の点検・取次ぎを行った。その内訳は、技能実習生・研修生については、在留

資格認定証明書関係 11,938 件・35,514人（うち、18 件・107 人はオンラインによる申請）、在留資

格変更関係 14,638件・31,976 人（うち、96 件・223 人はオンラインによる申請）、在留期間更新関

係 13,263件・30,412人（うち、36 件・67 人はオンラインによる申請）、在留カードの再交付等の

申請 483件・492人、特定技能については、在留資格認定証明書関係が 1,240 件・2,699人（うち、

1 件・4 人は点検のみ）、在留資格変更関係 6,341件・11,465人（うち、1 件・1 人は点検のみ）、

在留期間更新関係 3,580件・7,263人、在留カードの再交付等の申請 50 件・50 人、建設・造船就労

の在留資格「特定活動」については、在留期間更新関係が 33 件・50 人であった。 

 

Ⅲ 収益事業  

外国人技能実習生総合保険等の普及 

技能実習生や特定技能外国人等が日常生活において負傷したり病気になった場合に、治療費のうち

健康保険の自己負担部分を懸念することなく安心して技能実習や特定技能の業務等に専念できるよう

にするため、また、第三者への法律上の損害賠償及び死亡・危篤時の親族による渡航・滞在費用等の

出費に備えるため、外国人技能実習生総合保険や特定技能外国人総合保険等の周知を図った。 

 

Ⅳ 法人管理  

公益財団としての管理運営業務の推進  

（１）公益財団の健全運営の推進  

① 経営の健全化推進 

内部監査等を通じ、各事業の効率的、効果的な運営に努め、公益法人としての経営の健全化を

進めた。 

② 事業の効率的な執行  

職員の能力を発揮させるための方策の推進、職場管理の徹底及び人材の有効活用に努め、効率

的な事業の推進を図った。 
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③ 事務の簡素・合理化の推進  

各規程類の整備を行い、事務の簡素化・合理化を進めた。 

④ 国への要望  

各種会議の場や関係行政機関との意見交換等を通じ、事業の健全な推進に必要な制度に関して

要望した。 

 

（２）公益財団の管理運営 

① 理事会の開催  

ア 第 39 回理事会 

2022年 6 月 3 日に開催し、2021年度（令和 3 年度）事業報告の承認、2021年度（令和 3 年

度）決算の承認、評議員会の招集の決定について議決した。また、代表理事・業務執行理事の職

務の執行の状況、賛助会員の新規会員について報告した。 

イ 第 40 回理事会 

2022年 6 月 24 日に開催し、代表理事・業務執行理事の選定、定例役員報酬の役職級の決定、

退職慰労金の額の決定について議決した。また、賛助会員の新規会員について報告した。  

ウ 第 41 回理事会 

2023年 3 月 17 日に開催し、2023 年度（令和 5 年度）事業計画及び予算の承認、役員等賠償

責任保険契約について議決した。また、2022年度（令和 4 年度）決算見込み、代表理事・業務

執行理事の職務の執行の状況、賛助会員の新規会員について報告した。 

② 評議員会の開催  

ア 第 18 回評議員会 

2022年 6 月 24 日に開催し、2021 年度（令和 3 年度）決算の承認、評議員の選任、役員の選

任について議決した。また、2021 年度（令和 3 年度）事業報告、2022年度（令和 4 年度）事業

計画及び予算について報告した。 

③ 監査法人による外部監査の実施  

会計の健全性と透明性を確保するため監査法人による外部監査を実施した。 

 

（３）公益財団の事業推進体制の整備 

① 情報セキュリティ対策の推進  

「情報セキュリティ規程」及び「個人情報取扱規程」を改定し、改正個人情報保護法及び JIS

規格に準拠した情報セキュリティの運用を推進した。 

② JITCO基幹業務システム等の安定稼働と機能改善の推進  

情報システム基盤の整備として、事業継続計画、管理業務の効率化、設備投資の抑制等の観点

から、クラウドサービス等の利用により各種業務システムの再構築を進めた。また、JITCO基
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幹業務システムについて、不具合改修、機能追加を実施した。更に、監理団体等の業務全般を支

援する JITCO総合支援システムに入管オンライン申請対応機能追加等の機能拡張・改善を行

い、利用の促進を図った。 

③ 職員研修の充実 

職員の資質の向上を目的として、部門横断の研修企画会議を開催した。これに基づき、正規職

員を対象とした役職別研修（3 役職研修、訪問同行研修、賛助会員サービス研修）、全職員向け

の各種研修を実施し、体系的な研修制度の運用を開始した。 

④ 本部・地方駐在事務所の体制整備  

本部及び地方駐在事務所について、業務量等を考慮した適切な人員配置を行うとともに、相談

来訪者が利用しやすい環境を整備した。 

 

（４）賛助会員管理体制の整備  

2022年度末の賛助会員数は企業・個人、団体を合わせて 2,144先 （うち企業・個人会員 346

先、団体会員 1,798先）、傘下の企業等は 20,315 先（うち企業・個人傘下の企業等 316先、団

体傘下の企業等 19,999 先）となった。また、賛助会員への連絡や情報提供等を迅速に行うた

め、メールマガジンの配信（定期・臨時）等での情報提供サービスを実施した。 

 

以上 
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2022年度（令和 4 年度）事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規

則」第 34条第 3 項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないの

で作成しない。 

2023年 6 月 

公益財団法人 国際人材協力機構 


